
労働契約法

速報

労働契約法の実施細則案が公衆の意見を募る 目

的で公表さ れる

進行中の法案起草過程の一環と し て、 5 月 8 日に中国国務院は、 労働契約法

の実施細則案を公衆の意見を募る 目的で公表し ま し た。 誰でも 5 月 20 日ま

でにこ の実施細則案に対する 意見を提出する こ と ができ ま す。 実施細則案の

主な条項内容は以下です：

• 労務派遣会社（ 例えば、 FESCO)を通じ て採用でき る 労働者の区分のよ

り 詳し い定義。 「 臨時」 は就業期間が 6 ヶ 月も し く は 6 ヶ 月以内のポジ

ショ ンと 定義さ れている 。

• 労働者が契約の更新、 ま たは再契約の締結のないま ま、 契約期間が切れ

た後同じ 会社で働き 続けた場合の扱いについての説明。

• 勤務期間限定の研修に関する 明確な要求基準。

• 違法性のある 解雇の際の賃金、 補償に関する 説明。

• 2008 年１ 月１ 日よ り も 前に結ばれた期間限定の契約が切れる 際、 退職

金の増額が許さ れる こ と 。

全体的に見て、 実施細則案は数多く の問題点を未解決で残し 、 内容が明確で

はない印象を与えま す。 中国国務院に対し て、 懸念する 点を提出する ための

具体的なお手伝いを私たちはする こ と ができ ま す。

ご参考までに、 実施細則案をこ こ に添えま す。 ベーカー＆マッ ケンジーによ

る 英語訳文を近く ご提供し ま す。
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